
 

 

 

 

 

 

 

＜平成２６年４月１日現在＞ 

 （目次） 

     １．事業者          ・・・・・・・・・ １ 

     ２．ご利用事業所       ・・・・・・・・・ １ 

     ３．ご利用定員        ・・・・・・・・・ １ 

     ４．事業の目的と基本方針等  ・・・・・・・・・ １ 

     ５．ご利用事業所で実施する併設事業  ・・・・・ ２ 

     ６．職員の勤務体制      ・・・・・・・・・ ３ 

     ７．サービスの概要      ・・・・・・・・・ ５ 

     ８．介護老人福祉施設サービス計画の方針  ・・・ ９ 

 ９．サービス計画作成までのサービス  ・・・・・１０ 

    １０．身体拘束について     ・・・・・・・・・１０ 

１１．緊急時の対応について   ・・・・・・・・・１１ 

１２．協力医療機関       ・・・・・・・・・１１ 

１３．事故発生の防止及び発生時の対応 ・・・・・・１１ 

１４．賠償責任         ・・・・・・・・・１１ 

    １５．非常災害時対応      ・・・・・・・・・１１ 

１６．サービス提供の記録・閲覧について ・・・・・１２ 

    １７．事業所ご利用上の留意事項   ・・・・・・・１２ 

    １８．相談窓口、苦情対応    ・・・・・・・・・１３ 

    １９．ご利用者負担金      ・・・・・・・・・１４ 

２０．ご利用者負担金の減免制度について ・・・・・１８ 

２１．ご利用者負担金のお支払い方法等について ・・２１ 

２２．個人情報の取り扱いについて ・・・・・・・・２４ 

    ２３．契約の終了        ・・・・・・・・・２７  

  ２４．その他          ・・・・・・・・・２７ 

 
 

 



１ 

 

ご利用者に対する介護福祉施設サービスの提供にあたって、ご利用者に確認をい

ただく事項は次のとおりです。 

 

 

１．事業者 
 

事業者の名称  社会福祉法人 日進福祉会 

法人所在地  〒470-0128 愛知県日進市浅田平子二丁目２０番地 

法 人 種 別   社会福祉法人 

代表者氏名  早川 東 

電 話 番 号  ０５２－８０６－２６００ 

 
 
２．ご利用事業所 
 

事業所の名称  特別養護老人ホーム大高 

事業所の所在地  〒459-8001 名古屋市緑区大高町字東千正坊６ 

施 設 長 名  糟谷 肇 

事 業 開 始  

年 月 日  
 平成２４年１０月１日 

介 護 保 険  

指 定 番 号  

第２３７１４０２５５９号 
（平成２４年１０月1日） 

電 話 番 号  ０５２－６２５－３３１４ 

ＦＡＸ番号  ０５２－６２５－３３４１ 

 
 
３．ご利用定員 
   介護老人福祉施設事業のご利用定員は９０人です。 
 
 
４．事業の目的と基本方針等 

 （１）事業の目的 

   居宅において介護を受けることが困難なご利用者に対し、事業所の生活相

談員、看護職員又は介護職員、医師、栄養士、機能訓練指導員及び調理員

その他の従業員（以下「生活相談員等」という。）が、入浴、排せつ、食

事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上

の援助、機能訓練、健康管理及び療養上の援助を行うことにより、ご利用

者がその状態に応じ自立した日常生活を過ごすことができるようにするこ

とを目的とします。 
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（２）基本方針 

① 可能な限り、ご利用者の居宅における生活への復帰を念頭に置いてサー

ビスの提供を行います。 

② ご利用者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービス

を提供するように努めます。 

③ 事業所は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重

視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、

他の介護保険施設その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する

者との密接な連携に努めます。 

④ 自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ります。 

 

 

５．ご利用事業所で実施する併設事業 

 

事業の種類 
事業開始（予定） 

年月日 

介護保険事業所  

指定番号 

（指定年月日） 

定員 

居宅 

居宅介護支援事業所 平成24年11月1日 
第２３７１４０２５７５号 

（平成２４年１１月１日） 
－ 

通所介護 平成24年11月1日 第２３７１４０２５６７号 

（平成２４年１１月１日） 
２０名 

介護予防通所介護 平成24年11月1日 

短期入所生活介護 平成24年12月1日 第２３７１４０２６０９号 

（平成２４年１２月１日） 
１０名 

介護予防短期入所生活介護 平成24年12月1日 
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６．職員の勤務体制 

   当事業所で実施する介護老人福祉施設事業（定員９０人）と短期入所生活介

護事業（定員１０人）を兼務する職員体制は次のとおりです。 

 

（１）事業所の職員体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護職員及び看護職員の合計人数は、ご利用者 3 名につき職員１名以上の

割合で配置し、交代で勤務を行います。 

 

従業者の職種  備 考 

管理者 １名 他事業所と兼務 

生活相談員 ３名（常勤職員） 

短期入所生活介護事業所と兼

務 

介護支援専門員と兼務。 

介護支援専門員 １名（常勤職員） 生活相談員と兼務。 

介護職員 
４８名（常勤３９名・ 

非常勤職員９名） 

短期入所生活介護事業所と兼

務 

看護職員 ４名（常勤職員３名） 
短期入所生活介護事業所と兼

務 

栄養士 １名（常勤職員） 他事業所と兼務 

機能訓練指導員 １名（非常勤職員） 
短期入所生活介護事業所と兼

務 

医師 １名（非常勤職員） 
短期入所生活介護事業所と兼

務 

洗濯 ３名（非常勤職員） 
短期入所生活介護事業所と兼

務 

調理業務は、給食業務委託業者が行います。 
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（２）１日あたりの職員体制 
 

従業者の職種 勤務体制 休暇 

施設長 8:30～17:30に常勤で勤務 

１ヶ月 

 

９ 休 

生活相談員 8:30～17:30に常勤で勤務 

介護職員 

○介護職員の勤務体制は次のとおりです。 

  早番      （6:55～15:55）  

  遅番      （13:05～22:05） 

  夜勤      （22:00～7:00） 

 介護ユニット毎に別に勤務時間を設定してい

る場合があります。 

 他にパートタイマー勤務がある場合がありま

す。 

○夜間は、原則的に各階（２ユニット）毎に１

名の介護職員を配置しております。 

また、別に常時１名の職員が緊急時等に備え

て宿直者として待機します。 

看護職員 

○看護職員の勤務体制は次のとおりです。 

   早番 （8:00～17:00） 

日勤  （8:30～17:30） 

   遅番 （9:30～18:30） 

○原則として、月曜日～金曜日は３名体制、土

曜日は２名体制、日曜日は１名体制で勤務し

ます。 

○夜間については交代で待機を行い、緊急時に

備えます。 

栄養士 8:30～17:30に常勤で勤務 

介護支援専門員 
（ケアマネジャー） 

8:30～17:30に常勤で勤務 

機能訓練指導員 毎月４回勤務します。 

医師 毎週１～２日勤務します。 
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７．サービスの概要 

 （１）法定給付サービス 
 

種 類 内  容 

食事 

○ 栄養士の立てる献立表により、栄養とご利用者の身体状況

に配慮したバラエティに富んだ食事を提供します。 

○ 食事はできるだけ離床して食べていただけるよう配慮しま

す。 

○ 食事時間は原則として次のとおり。 

  朝食 8:00 ～ 

  昼食 11:55 ～  

  夕食 18:00 ～  

○ 用意する食種 

  主食：普通のご飯、お粥、ミキサー粥、おにぎり 

  副食：普通のおかず、刻んだおかず、細かく刻んだおか

ず、ミキサーにかけたおかず 

 ・上記食種より、ご利用者の状態に適したものを用意しま

す。 

 ・嚥下困難な方には、とろみ食等を用意します。 

 ・毎週１回、朝食は主食としてパンを用意します。 

 

 

 

栄養管理 
○ ご利用者が、適切な栄養状態で過ごして頂けるよう栄養管

理を行います。 

排泄 

○ ご利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行います。 

○ オムツは、基本的に事業所にて指定のものを使用させてい

ただきます。  

入浴 

○ 原則として毎週2回の入浴または清拭を行います。 

○ 寝たきり等で座位のとれない方には特殊浴槽をご利用して

いただきます。 

離床着替え

等 

○ 寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

○ 生活のリズムを考え、毎日の着替えを行うよう配慮しま

す。 
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種 類 内  容 

健康管理 

○ 原則的に週１～２回嘱託医師が来所して健康管理に努めま

す。 

○ 緊急等必要な場合には、主治医あるいは協力医療機関等に

責任をもって引き継ぎます。 

○ ご利用者が協力医療機関等に通院する場合は、その介添え

についてできるだけ配慮します。 

○ 協力医療機関以外にご利用者が特に希望する医療機関を有

する場合には、身元引受人等による医療機関への手続き等

をお願いする場合もあります。 

相談および

援助 

当事業所は、ご利用者及びその家族からの相談について

誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行うように努

めます。 

  

社会生活上

の便宜 

○ 当事業所では、必要な教養娯楽設備を整えると共に、事業

所での生活を実りあるものとするため、適宜レクリエーシ

ョンを企画します。 

 ・主な娯楽設備 

   喫茶室、ビデオ、カラオケ等 

 ・主なクラブ活動 

   生け花、手芸、習字、民謡、ビデオ鑑賞等 

 ・主なレクリエーション行事 

 観桜会、ビアガーデン、敬老会、クリスマス会、餅つ

き、初詣、豆まき大会等レクリエーションに係る費用つ

いて、保険給付対象外となる場合には、費用を負担して

いただく場合があります。 

○ 行政機関に対する手続きが必要な場合には、ご利用者及び

家族の依頼により代行することもできます。 

＊代行業務については、実費相当のご利用者負担が必要と

なる場合もあります。 
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種 類 内  容 

備品類等 

事業所サービスを行う上で日常生活において通常必要とな

る備品類オムツ等に関して、事業所指定のものを使っていた

だける場合には、ご利用者負担はありません。 

＊事業所指定以外の備品を要求される場合には、実費相当

のご利用者負担が必要となる場合もあります。 

洗濯等 

必要に応じて衣類の洗濯と乾燥を行います。 

＊ただし、事業所設置の洗濯機や乾燥機では取り扱えない

ものについては、業者にクリーニングを依頼することも

できますが、実費相当のご利用者負担が必要となりま

す。 

 

（２）法定給付外サービス 

 

 サービス種

 

          内  容 

理美容 
毎月１回程、整髪・調髪等の理髪サービスを行います。 

ご希望の方は介護職員にお申し出下さい。 

日常生活品

の購入代行 

ご利用者及びご家族が自ら購入が困難な場合は、事業所の購入

代行サービスをご利用いただけます。購入代行サービスをご利

用いただく場合は、事前に購入代金を添えて担当介護職員にお

申し込み下さい。 
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 サービス種

 

          内  容 

金銭 

管理 

ご利用者またはご家族による金銭保管が困難な場合は、事業所

の金銭管理代行サービスをご利用いただけます。 

 ア）管理形態 

    事業所で指定する金融機関に、ご利用者名義で開設し

た預金通帳に預け入れているものを事業所で管理しま

す。 

    なお、その預金通帳についてはキャッシュカードの作

成はできません。 

 

 イ）お預かり品 

    上記預金通帳 

  （注）原則として１口座とさせていただきます。 

      

ウ）指定金融機関： 愛知銀行 大高支店 

 

エ）保管管理者： 施設長が責任をもって管理します。 

 

 オ）出納方法 ： 相談職員にお申し出下さい。 

   なお、引き出し方法は、原則的に預金口座振替サービ

スをご利用させていただきます。 

レクリエー

ション行事 

希望者を募り実施するレクリエーション行事の材料費は、原

則的に保険給付の対象となりません。 

参加希望や費用についてはその都度連絡させていただきま

す。 



９ 

 

 サービス種

 

          内  容 

その他 

○ 特別メニュー 

事業所で提供する食事以外のメニューを個人的にご希望さ

れる方には出前を依頼します。ご希望される方には実費を

負担していただきますが、品数等によりご希望に沿えない

場合もありますのでご了承下さい。 

○ クリーニング 

  事業所で行う洗濯サービス以外に、ドライクリーニング等

のご要望があれば、業者への取次ぎを行います。 

  費用は実費相当とさせていただきます。 

○ 入院 

  事業所ではご利用者の入院時等の付き添い等の対応はでき

ません。 入院後、おおむね３ヶ月以内に退院される事が

明らかな場合、退院後に円滑に再入所していただけるよう

に致します。 

  入院が長期になる場合は、ご相談ください。 

 

 

８．介護老人福祉施設サービス計画（ケアプラン）の方針 

 （１）サービス計画の作成・変更 

ご利用者のための「介護老人福祉施設サービス計画」（以下「サービス

計画」とします。）を作成する「計画担当介護支援専門員」（以下「支援

専門員」とします。）が、以下に定める職務を誠意をもって遂行します。 

① 「支援専門員」はご利用者の入所後、速やかに「サービス計画」の作成

に着手します。 

② 「支援専門員」は、ご利用者の有する能力、置かれている環境等の評価

に基づき、ご利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、事業

所の他の従業員と協議のうえ、サービス計画案を作成します。 

③ 「サービス計画」中、食事、栄養管理に関わるものは管理栄養士と連

携の上、作成します。 

④ 「支援専門員」は、「サービス計画」の作成後においても、事業所の

他の従業員と連絡を継続的に行い、必要に応じてサービス計画変更案

を作成します。 
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⑤ ご利用者は、「支援専門員」に対し、いつでも「サービス計画」の内

容を変更するよう申し出ることができます。その場合、「支援専門

員」は、施設介護の趣旨に反しない範囲で、計画の実施状況を把握し、

できる限りご利用者の希望に添うように「サービス画」を変更します。 

⑥ 「支援専門員」は、サービス計画案又は計画変更案を作成した段階で、

ご利用者及びその家族に対し、その内容を説明し同意を得ます。  

 

（２）サービスの内容及びその提供 

     「７．サービスの概要」に記載した事業所の提供するサービスのうち、

入所後作成する「サービス計画」に沿ってサービスを提供します。 

 
 
９．サービス計画作成までのサービス 

 施設サービス計画が作成されるまでの間、日常生活が送れるように適切な各
種介護サービスを提供します。 

 

 

１０．身体拘束について 

（１） 事業者は、ご利用者又は他のご利用者の生命又は身体を保護するため、

緊急やむを得ない場合を除き、ご利用者について、隔離、身体的拘束、

薬剤投与その他の方法（「以下身体拘束等」とします。）により、ご利

用者の行動の制限を致しません。 

 

（２）やむを得ない場合の措置 

事業者が、ご利用者について身体拘束等により、やむを得ずその行動を

制限する場合は、ご利用者に対し事前に行動を制限する理由、行動を制限

する手段や内容、行動を制限する期間について、あらかじめ十分に説明し

ます。 

また、この場合、事業者はご利用者のご家族、後見人又は身元引受人等

関係者に対し、あらかじめ行動を制限する理由、行動を制限する手段や内

容、行動を制限する期間について十分に説明致します。事前の説明が間に

合わなかった場合にあっても、事後直ちに説明を行います。 

 

 （３）記録 

     事業者が、上記により身体拘束等を行う場合には、その状態及び時間、

その際のご利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由をサービス

の提供記録にその内容を記載します。 

１１．緊急時の対応について 

サービス提供を行っているときに、ご利用者の病状の急変が生じた場合、そ

の他必要な場合は、速やかにご家族や主治医又は協力病院等、緊急連絡先に連
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絡を取るなど必要な措置を講じます。 

 

 

１２．協力医療機関 

   原則として、通常時及び緊急時に受診を依頼する協力病院は次のとおりです。 

 

   ①協力医療機関 

医療機関の名称 南医療生活協同組合 総合病院 南生協病院 

所在地 〒459-8540 名古屋市緑区大高町字平子３６番地 

電話番号 （０５２）６２５－０３７３（代表） 

救急指定 救急指定あり 

 

②協力歯科 

歯科の名称 ジョイデンタルクリニック 

所在地 
〒460-0008 名古屋市中区栄 1 丁目１０－２サカエスカ

イビル１F 

電話番号 （０５２）２２２－２７００ 

 

 

１３．介護事故発生の防止及び発生時の対応 

   当事業所では、介護事故防止のための職員研修を行うなどにより、介護事故

発生の防止に努めます。 

介護事故が発生した場合はご利用者の安全確保を最優先として行動します。

また、関係部署およびご家族等に速やかに連絡し、医療機関への受診等が必要

な場合には、迅速にその手続きを行います。 

 

 

１４．賠償責任 

   事業者はサービスの提供にあたってご利用者の生命・身体・財産に損害を及

ぼした場合には、その損害を賠償します。 

   ただし、事業所に故意過失がなかった場合や事業者の責任によらない場合は、

この限りではありません。（指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム 

大高 利用契約書 第７条） 

 

 

１５．非常災害時対応 

   本事業所では、非常災害に備えるために、防火管理についての責任者を定め

て非常災害に関する防災計画を策定し、定期的に避難、救出等の訓練を行い
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ます。 

 

 

１６．サービス提供の記録・閲覧について 

ご利用者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するととも

に、ご利用者又はご家族よりご希望があった場合、閲覧することが出来ます。 

 

 

１７．事業所ご利用上の留意事項 

   当事業所のご利用にあたり、ご利用者及びご家族等には次に挙げる留意事項

を遵守していた  だきます。尚、再三の注意にも拘わらず違反した場合に

は、退所していただくこともありますので厳守して下さい。 
 

居室・設備

等のご利用 

・事業所の居室や設備等は、その本来の用途に従ってご利用

して下さい。 

・事業所の居室や設備について、故意又は重大な過失により

滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用に

より原状に復するか、又は相当の代価を支払っていただきま

す。 

日常生活 

・サービス計画に基づき、規則的な日常生活を営むようにし

ていただきます。 

・事業所での共同生活の秩序を保ち、相互の親睦を図ること

により､他人に迷惑を及ぼさないようにしていただきます。 

来訪・面会 

・面会時間は基本的に９：００～１９：００とさせていただ

きます。 

来訪者は、面会時間を遵守し、必ずその都度、職員に届け出

て下さい。 

政治・ 

宗教・ 

営業活動 

・職員や他のご利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活

動・政治活動・営業活動は固くお断りします。 

喫煙・火気 
・所定の場所以外での喫煙はお断りします。 

・火気の取扱には注意してください。 
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外出・外泊 

・外出または外泊される場合は、その都度、職員に申し出て

ください。 

また、帰所時にも届け出て下さい。 

なお、ご利用者の無断外出により、ご利用者の所在が２週

間以上不明になった場合は退所していただきます。 

・外泊の場合は宿泊開始日の概ね１４日前までに職員に届け

出て下さい。 

・外泊は概ね１週間以内としていただきます。長期外泊や毎

回の外泊をされる場合は退所していただくこともありま

す。 

動物飼育 事業所内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。 

連絡先 
ご家族や身元引受人の連絡先等が変わった場合には、 

至急連絡下さい。 

その他 

・偽りその他不正の行為によって保険給付を受けようとした

場合は、該当保険者へ連絡させていただきます。 

・ご利用者からのご相談やご要望には、職員ができる限り対

処するように努めますが、内容によってはご家族等の協力を

要する場合もありますので、その場合はお願い致します。 

・季節の変わり目等に衣類の交換をお願いする場合がありま

すので、ご家族等には対応をお願いします。 

 

 

１８．相談窓口、苦情対応 

サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 
（１）事業者窓口 

  当事業所の職員 

（０５２）６２５－３３１４ 

又は、法人事務局 事務課長  

（０５２）８０６－２６００ 

 

（２） 苦情解決責任者 

   施設長  糟谷 肇 
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（３） 苦情第三者委員 

   酒井 靜也        日進福祉会 監事 

  （０５６１）７３－０６２８ 

   棚橋 勝美        日進福祉会 理事・評議員 

  （０５６１）７４－０６５２ 

 

 ご相談、苦情は、まず、受付担当者が賜ります。上記、担当者に 

ご連絡下さい。お電話でも受付いたします。 

なお、苦情はこの他に下記の機関でも受付を行っております。 

 

（１）愛知県国民健康保険団体連合会 

 （０５２）９７１－４１６５ 

 

（２）お住まいの市町村役場の介護保険担当課（室） 

 

   ・名古屋市にお住まいの方は、 

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 

          直通（０５２）９７２-２５９２ 

 

 

１９．ご利用者負担金 

   お支払いいただくご利用者負担金は次のとおりです。 
（１）法定給付サービス 

 
【ユニット型個室】      保険給付区分：○：対象 ×：対象外 

 

費目 要介護度 
保険 

給付 

1日あたりのサ

ービス料金 

ご利用者 

負担額 
備 考 

介
護
福
祉
施
設 

サ
ー
ビ
ス
費 

要介護１ ○ ６,９８８円 ６９９円  

要介護２ ○  ７,７２６円 ７７３円  

要介護３ ○ ８,５０６円 ８５１円  

要介護４ ○ ９,２４４円 ９２５円  

要介護５ ○ ９,９８１円 ９９９円  

サービス提供体制加
算Ⅱ 
（平成２５年２月ご利用分より

ご負担頂きます。） 

○ ６３円 ７円 

介護・看護職員の総数のうち

常勤職員の占める割合が７

５％以上の場合算定。 
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費目 要介護度 
保険 

給付 

1日あたりのサ

ービス料金 

ご利用者 

負担額 
備 考 

夜勤職員配置加算 ○ １８９円 １９円 
夜勤職員を基準より一定数上

回って配置した場合に算定。 

看護体制加算 ○ ４２円 ５円 
常勤の看護師資格所持者を１
名以上配置した場合に算定。 

栄養マネジメント 
加算 

○ １４７円 １５円 
介護老人福祉施設サービス計
画に栄養ケア計画を作成した
場合に算定。 

口腔機能維持管理 
体制加算 

○ 
３１６円 

（一か月あたり） 

３２円 
（一か月あたり） 

歯科医師又は歯科医師の指示
を受けた歯科衛生士が、介護
職員にご入居者の口腔機能の
維持の為の技術助言や指導を
行う体制をとっている場合に
算定。 

介護職員処遇改善 
加算 

○ 上記金額に２.５％加算されます。 

居住費 × １,９２０円 １,９２０円 

個室料 
ご利用日及び外泊時費用
算定日にご負担いただき
ます。 

食 費 × １,３８０円 １,３８０円 
食材料費 
＋調理費相当額 

 

居住費・食費は介護保険対象外ですが、次項の「１９.ご利用者負担金の減

免制度について」に記載されている減免制度の対象となる方は、保険により補

足給付を受けることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ヶ月ご利用料の目安（３０日） 
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要
介
護
度 

介護福祉施設 

サービス費他 

（介護給付対象） 

居住費 食 費 

１ヶ月の 

ご利用料の 

目安 

（３０日） 

１ ２２,８８３円 ５７,６００円 ４１,４００円 １２１,８８３円 

２ ２５,１５１円 ５７,６００円 ４１,４００円 １２４,１５１円 

３ ２７,５５０円 ５７,６００円 ４１,４００円 １２６,５５０円 

４ ２９,８１８円 ５７,６００円 ４１,４００円 １２８,８１８円 

５ ３２,０８７円 ５７,６００円 ４１,４００円 １３１,０８７円 

介護福祉施設サービス費のうちサービス提供体制加算Ⅱ分（194 円程度）は、

平成２５年２月ご利用分よりご負担頂きます。 

 

（注１）保険料の滞納などにより、上記の「ご利用者負担金」でご利用できなくなる場合は、

一旦サービス費全額（１０割）をお支払い頂き、保険料納付等を行った後、保険者

から保険給付分の払い戻しを受ける手続きが必要となります。 

（注２）必要に応じてＰ１６のその他のサービス費が、別途ご利用者負担金に加算されるこ

とがあります。 

 

（２）その他のサービス費（対象の方のみ） ○：対象 ×：対象外 

費 目 
保

険 

 

単位あたりの

サービス料金 

ご利用者 

負担額 
備 考 

初期加算 ○ ３１６円   ３２円 
１日あたり／入所時から３０

日以内の期間。１ヶ月以上の入
院後の再入所も同様。 

外泊時費用 ○ ２,５９２円 ２６０円 

１日あたり／病院へ入院、居
宅への外泊時。（月６日を限
度）介護福祉施設サービス費の
替わりに算定。 

退所前訪問 
援助加算 

○ ４,８４８円   ４８５円 

１回あたり／在宅等への退所
の場合にご利用者、家族、在宅
ケアマネ等と連携等の援助を行
った場合に算定。 

退所後訪問 
援助加算 

○ ４,８４８円   ４８５円 

退所時相談 
援助加算 

○ ４,２１６円   ４２２円 

退所前連携加算 ○ ５,２７０円   ５２７円 

看取り介護加算 
 
（この加算は亡くなられ
た日が属する月にまとめ
て算定致します。 

○ １３,４９１円 １,３５０円 
１日あたり/看取り介護を提供
した場合に算定。 
（亡くなられた日） 

○ ７,１６７円 ７１７円 
〃 

（亡くなられた日の前日及び
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費 目 
保

険 

 

単位あたりの

サービス料金 

ご利用者 

負担額 
備 考 

病院や自宅等事業所以外
で亡くなられた場合でも
看取り介護を行った期間
については算定を致しま
すので、亡くなられた月
に介護サービスを行って
いない場合でも料金が発
生する場合がありま
す。） 
 

前々 日） 

○ ８４３円 ８５円 

〃 
 
 

（上記の日を除いた亡くなられ
た日から３０日前までの日数） 
 

療養食加算 ○ ２４２円 ２５円 

１日あたり／医師の食事箋に
基づき糖尿病食等を提供した場
合に算定。 
 

経口移行加算 ○ ２９５円 ３０円 

１日あたり／経管栄養の方を対
象に医師の指示に基づき経口移
行計画を作成し栄養士等が栄養
管理を行った場合に算定。（１
８０日を限度に算定。医師の指
示により 
１８０日を超えて栄養管理を行
う場合は引き続き算定。） 

経口維持加算Ⅰ ○ ２９５円 ３０円 

１日あたり／著しい誤嚥が認め
られる方を対象に医師や歯科医
師の指示に基づき経口維持計画
を作成し栄養士等が経口摂取管
理を行った場合に算定。（180
日を限度に算定。医師の指示に
より180日を超えて継続する場
合は引き続き算定。） 

経口維持加算Ⅱ ○ ５２円 ６円 

１日あたり／誤嚥が認められる
方を対象に医師や歯科医師の指
示に基づき経口維持計画を作成
し栄養士等が経口摂取管理を行
った場合に算定。 
（１８０日を限度に算定。医師
の指示により１８０日を超えて
継続する場合は引き続き算
定。） 

認知症行動・心理症 ○ ２,１０８円 ２１１円 重度の認知症の症状がある、ご
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費 目 
保

険 

 

単位あたりの

サービス料金 

ご利用者 

負担額 
備 考 

状対応加算 
（７日間まで） 

利用者に医師の診断を経た上
で、緊急にサービスを提供した
場合に算定。 

介護職員処遇 
改善加算 

○ 
上記金額に２.５％加算されます。 
 
 

日用品費 × 実費 実費 実費相当のご負担をいただく場
合は、事前にご相談させていた
だきます。 

理美容 × 実費 実費 

その他 × 実費 実費 

 

Ｐ１４～の料金表は便宜上、項目毎に円未満の金額の切捨てを行って 

おりますので、実際の請求額と若干の相違が出ます。 

 

２０．ご利用者負担金の減免制度について 
（１）食費・居住費の減免 

世帯の収入に応じ下表の対象となる方は、負担段階に応じ食費・居住費
のご負担が軽減されます。 

   
① 減免対象者 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
※１ 住民票に記載されている世帯員全員が非課税の場合に該当いたしま

す。 
※２ 遺族年金、障害年金、恩給、労災給付金など非課税収入は収入とし

て算定されません。 
 
 

   ② 居住費・食費の負担限度額 
１日あたり【単位：円】 

 
 
 

利用者 
負担段階 

対 象 者 

第１段階 
世帯全員が市町村民税非課税※１の方で老齢年金受給者
の方。生活保護の方。 

第２段階 
世帯全員が市町村民税非課税※１の方で[課税年金収入＋
合計所得金額]※２が８０万円以下の方。 

第３段階 
世帯全員が市町村民税非課税※１の方で[課税年金収入＋
合計所得金額]※２が８０万円を超える方。  

 第１段階 第２段階 第３段階 
居住費 ８２０円 ８２０円 １,３１０円 
食  費 ３００円 ３９０円 ６５０円 



１９ 

 

 
 
（２）高額介護サービス費 

世帯の収入により下表の対象となる方は、負担段階に応じ、介護福祉施
設サービス費（加算含む）のご負担額が一定額を超えた場合、超えた費用
について還付を受けられます。 
 

             １月あたり【単位：円】 

 第１段階 第２段階 第３段階 

介護福祉施設サービス

費（加算含む） 
１５,０００円 １５,０００円 ２４,６００円 

※社会福祉法人による利用者負担軽減制度の適用を受けている方は、 

原則として利用料より社会福祉法人による利用者負担軽減を受けた後 

の金額が、高額介護サービス費に該当する場合に還付を受けられます。 

 

（３）減免対象者でない方（課税世帯）の方に対する特例減額措置 

 

前記の減免対象者で無い場合でも、高齢夫婦二人暮らしで一方が個室に入り在宅

で生活される配偶者の収入が一定額以下となる場合などには、食費・居住費が第 3

段階の額に減額される場合があります。 

 

対象となる方 

 

 ①市町村民税課税者がいる高齢夫婦等の世帯（単身世帯でないこと）。 

 ②世帯員が当事業所のご利用料金（１割負担、食費・居住費）のお支払いを 

されていること。 

 ③世帯の年間収入から、当事業所のご利用料金（１割負担、食費・居住費の 

年額合計）を除いた額が８０万円以下となること。 

 ④世帯の預貯金等の額が４５０万円以下であること。 

 ⑤日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 

 ⑥介護保険料を滞納していないこと。 
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第３段階

要介護度
介護福祉施設
サービス費他

（介護給付対象）
居住費 食費

合計
ご負担額

①

高額介護
サービス費
還付額②

実質
ご負担額
①+②

¥39,300 ¥19,500
(¥1,310) (¥650)
¥39,300 ¥19,500
(¥1,310) (¥650)
¥39,300 ¥19,500

(¥1,310) (¥650)
¥39,300 ¥19,500

(¥1,310) (¥650)
¥39,300 ¥19,500

(¥1,310) (¥650)
（　）は、日額　　１ヶ月を３０日として計算しています。

第２段階

要介護度
介護福祉施設
サービス費他

（介護給付対象）
居住費 食費

合計
ご負担額

①

高額介護
サービス費
還付額②

実質
ご負担額
①+②

¥24,600 ¥11,700
(¥820) (¥390)
¥24,600 ¥11,700
(¥820) (¥390)
¥24,600 ¥11,700
(¥820) (¥390)
¥24,600 ¥11,700
(¥820) (¥390)
¥24,600 ¥11,700
(¥820) (¥390)

（　）は、日額　　１ヶ月を３０日として計算しています。

第１段階

要介護度
介護福祉施設
サービス費他

（介護給付対象）
居住費 食費

合計
ご負担額

①

高額介護
サービス費
還付額②

実質
ご負担額
①+②

¥24,600 ¥9,000
(¥820) (¥300)
¥24,600 ¥9,000
(¥820) (¥300)
¥24,600 ¥9,000
(¥820) (¥300)
¥24,600 ¥9,000
(¥820) (¥300)
¥24,600 ¥9,000
(¥820) (¥300)

（　）は、日額　　１ヶ月を３０日として計算しています。

社会福祉法人による利用者負担軽減制度の減額分は料金表には反映しておりません。

¥48,600

¥48,600

¥51,300

¥22,883

¥25,151

¥27,550

¥56,483

¥58,751

¥61,150

¥48,600

¥48,600

¥48,600

¥51,300

¥51,300

¥51,300

¥51,300

¥59,183

¥61,451

¥63,850

¥66,118

¥22,883

¥25,151

¥27,550

¥29,818

¥88,618

¥90,887

¥83,400

¥83,400

¥83,400

¥83,400

¥81,683 ¥81,683

¥83,951

¥86,350

要介護４ ¥-14,818

要介護２ ¥-10,151

要介護３ ¥-12,550

要介護５ ¥-17,087

¥29,818

¥32,087

¥63,418

¥65,687

要介護１ ¥-7,883

要介護２ ¥-551

要介護３ ¥-2,950

要介護４ ¥-5,218

¥-7,487

要介護１ ¥-7,883

要介護１ ¥0

減免後のご利用負担額

要介護５

¥22,883

¥25,151

¥27,550

¥29,818

¥32,087

要介護２ ¥-10,151

要介護５ ¥-17,087

要介護３ ¥-12,550

要介護４ ¥-14,818

¥32,087 ¥68,387
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（４）社会福祉法人による利用者負担軽減制度 

 

下記の対象者要件を全て満たされている方は介護福祉施設サービス費の 

２５％（老齢福祉年金受給者の方は５０％）が減免されます。 

 

 

対象となる方 

 

市町村民税世帯非課税者で下記の条件を全て満たし、市町村が認めた方。 

①年間収入が単身世帯で１５０万円※、世帯員が１人増えるごとに５０万円を加

算した額以下であること。 ※この収入には非課税収入・仕送りも含まれます。  

②預貯金の額が単身世帯で 350万円、世帯員が 1名増えるごとに 100万円を加算

した額以下であること。 

③日常生活に供する資産以外に活用できる資産が無いこと。 

④負担能力のある親族等に扶養されてないこと。 

⑤介護保険料を滞納していないこと。 

 

 

１．その他、市町村独自の制度等で減免を受けられる場合もありますので、

詳細は、各市町村役場の介護保険担当窓口にお問い合わせ下さい。 

 

２．上記、（１）～（４）の減免を受ける場合、市町村役場の介護保険 

担当窓口に申請をする必要があります。 

  

 

 

２１．ご利用者負担金のお支払い方法等について  

 

（１）ご利用料金の請求 

ご利用の翌月２０日までにご利用の１ヶ月分を請求します。 

ご利用内容、介護保険適用・適用外金額の明細を記載した請求書を発

行します。 

  

（２）お支払日、お支払い方法 

     ご利用の翌月２６日に、ご指定の口座より自動口座引落しにより、お支

払い頂きます。 

引落し日の２６日が銀行休業日の場合は、翌銀行営業日になります。 

引落しにかかる手数料は、事業者が負担します。 
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   ・自動口座引落しは、集金代行サービス会社に委託し行います。 

   ・自動口座引落しでのお支払いにあたり集金代行サービス会社の 

様式により依頼書・申込書の記入をお願いします。（初回のみ） 

    （既に日進福祉会の他の介護サービスをご利用で、自動口座引落し 

     の手続きがお済みの場合は不要です。） 

   ・初回、自動口座引落しの登録完了までに１ヶ月程度かかりますので 

    自動口座引落しがご利用の翌々月以降になる場合があります。 

   

 

（３）その他のお支払い方法 

自動口座引落しをご希望にならない場合、次のいずれかの方法をご指

定下さい。 

お支払期限は、ご利用の翌月２６日になります。 

① 現金 

事業所にご来所の上、お支払い下さい。 

お支払いは、月～金曜日の午前９：００～午後５：００にお願い

します。 

   ② 口座振込 

      指定口座をお知らせいたします。振込手数料は、ご利用者のご負担

になります。 

 

（４）領収書の発行 

事業者は、ご利用者からご利用者負担金の支払いを受けたときは、領

収書を発行します。 
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※ 参考 標準的な、お支払いの流れ 

     

  
サービスご利用 

当月 
 

 

翌月 

 

翌々月 
  

      

               15～20日    26日      15～20日       

                                                                             

                                                                              

                 
請
求
書
お
届
け 

    

お
支
払
期
限 

     
領
収
書
お
届
け 
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２２．個人情報の取り扱いについて  

 

個人情報に関する基本方針 
 
 社会福祉法人日進福祉会（以下、「法人」という）は、ご利用者等の個人情報を
適切に取り扱うことは、社会福祉事業に携わるものの重大な責務と考えます。 
法人が保有するご利用者等の個人情報に関し適正かつ適切な取扱いに努力すると

ともに、広く社会からの信頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、

個人情報に関連する法令その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、

個人情報の保護を図ることをここに宣言します。  

 
記 

 
１．個人情報の適切な取得、管理、利用、開示、委託 
 ① 個人情報の取得にあたり、利用目的を明示した上で、必要な範囲の情報を取

得し、利用目的を通知または公表し、その範囲内で利用します。 
 
 ② 個人情報の取得・利用・第三者提供にあたり、ご本人の同意を得ることとし

ます。 
   

 ③ 法人が委託をする医療・介護関係事業者等は、業務の委託に当たり、個人情
報保護法と厚生労働省ガイドラインの趣旨を理解し、それに沿った対応を行う
事業者を選定し、かつ個人情報に係る契約を締結した上で情報提供し、委託先
への適切な監督をします。 

 
２．個人情報の安全性確保の措置 
① 法人は、個人情報保護の取り組みを全役職員等に周知徹底させるために、個

人情報に関する規則類を整備し、必要な教育を行います。 
 
② 個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失、またはき損の予防及
び是正のため、法人内において規則類を整備し、安全対策に努めます。 

 
３．個人情報に関する窓口 
 法人は、ご利用者等の個人情報に関するお問い合わせや開示・訂正・更新・利
用停止・削除・苦情について、下記の窓口にて受付を行います。 

 

（１）ご利用事業所の職員 

電話番号  （０５２）６２５－３３１４ 

       住 所  459-8001 名古屋市緑区大高町字東千正坊６ 

  （２）法人事務局（事務課長） 

電話番号  （０５２）８０６－２６００（代表） 

        住 所  〒470-0128 愛知県日進市浅田平子二丁目２０番地 
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個人情報の利用目的 
 

社会福祉法人日進福祉会（以下「当法人」という。）では、個人情報保護法及び

利用者の権利と尊厳を守り安全管理に配慮する「個人情報に関する基本方針」の

下、ここにご利用者の個人情報の「利用目的」を公表します。 
当法人では、あらかじめご利用者本人の同意を得た上で、個人情報の「利用目 

的」の範囲内で使用致します。 
 
※ 個人情報の利用目的 
 
【ご利用者への介護サービス等の提供に必要な利用目的】 
 
１．当法人内部での利用目的 
 ① 当法人が運営する介護サービス事業所等でご利用者等に提供する介護サービ

ス等 
 ② 介護保険や補助金・助成金に関わる事務 
 ③ 介護サービス等のご利用にかかる当法人の管理運営業務のうち、ご利用状況

等の管理、会計、経理、介護事故、緊急時等の報告、ご利用者の介護サービ
ス等の向上等 
 

２．他の介護事業者等への情報提供を伴う利用目的 
① 当法人がご利用者等に提供する介護サービス等のうち、ご利用者に居宅サー

ビスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所・かかりつけ
の医療機関等との連携（サービス担当者会議等）・照会への回答、その他の
業務委託、ご利用者の診療等に当たり、外部の医師の意見・助言を求める場
合、ご家族等への心身の状況説明、要介護認定調査等 

② 介護保険や補助金・助成金に関わる事務のうち、保険事務の委託（一部委託
含む）、利用料収納事務の委託（一部委託含む）、審査支払い機関へのレセ
プトの提出、審査支払い機関又は保険者からの照会への回答等 

 ③ 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 
 ④ 市町村への介護サービス等にかかる各種申請代行事務、入退所連絡 
 ⑤ 訪問車輌の「駐車禁止時間制限・駐車区間規制道路駐車許可車」の警察署

届出及び許可証書使用時における訪問先名簿の提示等 
 
【上記以外のご利用目的】 
 
１．当法人内部でのご利用に係る利用目的 
 
① 当法人の管理運営業務のうち、介護サービス等や業務の維持・改善の基礎

資料、当法人が運営する介護サービス事業所等において行われる学生等の実
習への協力、当法人が運営する介護サービス事業所等において行われる事例
研究等 

 
 
２．他の事業者等への情報提供に係る利用目的 
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 ① 当法人の管理運営業務のうち、外部監査機関、評価機関等への情報提供 
前記、個人情報の利用の目的の変更を行う場合変更を行う利用目的をご利用者に

通知、又は公表し同意を得た上で行います。 
 
【個人情報の利用の目的の変更を行う場合、同意を免除される事項】 
（個人情報の保護に関する法律 第18条） 
 
（１）利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、

身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合 

 （２）利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当法人の権利又は当該

業務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合 

（３）国若しくは地方公共団体が法令に定める事務を遂行することに対して協力

する必要がある 場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表する

ことにより当該業務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合 

（４）取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 

 

【個人情報の利用の同意及び第三者への提供の同意を免除される事項】 

（個人情報の保護に関する法律 第16条・第 23条） 

（１）法令に基づく場合 

（２）人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本

人の同意を得ることが困難である場合 

（３）公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を

得ることが困難である場合 

（４） 国若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令に定める事

務を遂行すること対して協力する必要がある場合であって、利用目的を

本人に通知し、又は公表することにより当該業務の遂行に支障を及ぼす

恐れがある場合 

 

※ 個人情報の使用条件  

（１）個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外決し

て利用しない。また、利用者とのサービス利用に関わる契約の締結前か

らサービス終了後においても、第三者に漏らしません。 

（２）個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請

求があれば開示します。 

 

※ その他の事項  

  （１）利用目的にある会議等の為、個人情報を複写し使用する場合があります。 

    この場合は、複写を必要な最低限の範囲で行い、使用後の不要となったも
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のについては速やかに破棄致します。 

 （２）訪問によるサービス提供のため、法人・事業所に保管してある個人情

報が含まれる書類等を、必要な最低限の範囲で、ご利用者のお宅等まで

持ち、移動する場合があります。 

 

 

２３．契約の終了 

  （居室の明け渡し） 
契約が終了するときは、ご利用者負担金を支払いの上、契約終了日まで

に居室を明け渡していただきます。 
     契約終了日までに居室を明け渡さない場合、本来の契約終了日の翌日か

ら現実に居室が明け渡された日までの期間に介護福祉施設サービス費全
額（１０割）をお支払い頂きます。  

 
 

２４．その他 
 

介護サービス情報の公表について 

 

ご利用者の権利擁護、サービスの質の向上等に資する情報提供の環境整備を図

るため、介護保険法により介護サービス事業者に介護サービス情報の公表が義務

付けられております。 

 

当事業所が公表する介護サービス情報は、厚生労働省の「介護サービス情方向

表システム」（http://www.kaigokensaku。jp/）のホームページでご覧になれま

すが、公表内容の閲覧を希望される方は、担当職員までお申出下さい。 

 

 

 外泊中の居室使用について 

 

  併設事業所であるショートステイ大高のご利用者が外泊・入院中の居室を使用

させていただく場合があります。 
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